
消費者月間 作品募集
令和５年度

令和５年度消費者月間統一テーマ
ポスターデザインコンテスト

デジタルで快適、消費生活術
～デジタル社会の進展と消費者のくらし～
デジタルで快適、消費生活術

～デジタル社会の進展と消費者のくらし～

応募期間

令和４年9月29日（木）～令和5年1月27日（金）16:00まで
プロ・アマを問わず、どなたでも応募できます。
応募は日本国内に居住する方に限らせていただきます。

採用作品には10万円相当のクオカードを進呈いたします。

応募様式に必要事項を記載の上、作品と併せて電子メールにて下記送付先までお送りください。
（詳細は募集要項をご参照ください。）

▶  syouhisyagekkan@omc.co.jp

「令和５年度消費者月間ポスターデザインコンテスト」審査委員会において、審査を経た上で、採用作
品を１点決定します。採用作品の応募者には直接連絡します。正式発表は２月中旬の予定です。

●審査委員
　・ 左合ひとみ（さごう・ひとみ） グラフィックデザイナー
　・ 味岡伸太郎（あじおか・しんたろう） グラフィックデザイナー
　・ 消費者庁担当

採用作品を基にポスターを制作し、令和５年５月の消費者月間の周知・啓発のために、国や地方公共団
体、消費者団体、事業者団体などにおいて広く活用する予定です。採用された方の氏名（ペンネーム
可）は、ポスターに印字します。採用作品は、消費者月間ポスター以外の媒体においても消費者問題
の周知・啓発のために広く活用されることがあります。

採用作品の
活用

応募方法

審査方法・発表
賞品

応募資格

※採用作品は、当庁ウェブサイトに掲載し、採用された方の住所（都道府県名のみ）及び氏名（ペンネーム可）を併せて公表いたします。
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制作概要
消費者月間統一テーマ
「デジタルで快適、消費生活術～デジタル社会の進展と消費者のくらし～」が
イメージできる作品としてください。

※詳細は募集要項を必ずご確認ください。

統一テーマは、デジタル社会の進展に伴い、それぞれの消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていく
きっかけとなるよう決定されました。詳細については、下記のQRコードより消費者庁のHPをご確認ください。

・「５月は消費者月間」
・「デジタルで快適、消費生活術～デジタル社会の進展と消費者のくらし～」

注意事項　（１）応募に際しての注意事項は、以下に定めるほか、応募規約をよくお読みください。
　　　　　（２）応募に関する費用はすべて応募者が御負担ください。
　　　　　（３）審査状況や審査結果に関する問合せには応じられません。

応募作品は、絵画、イラスト、ＣＧ、写真などで構成された「平面作品」とします。作品はＰ
ＤＦ（メール容量上限10ＭＢ以内）でお送りください。採用決定後、印刷用の実データを
お送りいただきます。カラーモードを「ＣＭＹＫ」に設定、文字データは「アウトライン化」、
画像解像度は実寸350ｄｐｉ程度としてください。

ポスターは「Ｂ１サイズ及びＢ２サイズ・タテ」で印刷・掲示するため、Ｂ１判、Ｂ２判で印刷
されることを想定したデザインにしてください。

採用作品（デザイン）は以下の語句など（消費者庁消費者ホットライン188イメージキャラク
ター『イヤヤン』のデザインなどを含む）をポスター下部に印刷することが基本となるため、
ポスター下部５分の１を白場にしてデザインしてください（白場の正確なサイズは、採用決定
後に調整させていただきます）。よって以下の語句などの記載は不要です。なお、採用作品
の応募者と当庁の協議などにより、配置を変更させていただく場合や、字体を変更（消費者
庁ロゴマークの字体は固定）させていただく場合があります。

以下の語句を必ず応募作品に掲載してください。それ以外に応募者自身が考案した、
消費者月間統一テーマがイメージできるキャッチコピーを加えても構いません。ただし
必ず応募者自身が発案したキャッチコピーとしてください。

募集要項など
詳しくはこちら ▶

提出先・応募に関するお問合せ先
消費者月間ポスターデザインコンテスト運営事務局（株式会社オーエムシー内）
担当 ： 前田
アドレス ： syouhisyagekkan@omc.co.jp
TEL ： 03-5362-0135

B1サイズ
横728mm×縦1030mm

B2サイズ
横515mm×縦728mm

※御参考：令和４年度ポスター
URLhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/
　　　　　　assets/gekkan_cms202_20210416-2.pdf

応募点数に制約はありません。

●消費者庁ロゴマーク
●消費者庁　消費者ホットライン188イメージキャラクター　『イヤヤン』
●「５月18日は消費者ホットライン188の日」
●「困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188番に御相談ください。
　  身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。」
●採用された方の氏名（ペンネーム可）




